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(57)【要約】
【課題】アクチュエータを駆動してバルブの動作特性を
可変に設定可能な内燃機関において、アクチュエータの
コギングトルクを利用して、該アクチュエータを安定位
置に停止させる。
【解決手段】内燃機関のバルブのリフト量を可変に設定
するための制御軸１２を有し、制御軸１２を回転させて
リフト量を可変させる可変動弁機構１０と、制御軸１２
を所定の回転角度域へ回転させるモータ１４と、内燃機
関の停止時に、モータ１４を駆動して制御軸１２を所定
の回転角度域へ回転させる停止時制御手段と、を備える
。モータ１４の駆動トルクは、制御軸１２の回転角度に
応じて脈動するコギングトルクを含んでおり、停止時制
御手段は、コギングトルクの付勢方向が該制御軸の回転
方向から反対方向へ切り替わる位置（安定位置）を含む
回転角度域へ制御軸１２を回転させる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関のバルブのリフト量を可変に設定するための制御軸を有し、前記制御軸をリフ
ト増大方向へ回転させることによって前記リフト量が増大し、前記制御軸をリフト減少方
向へ回転させることによって前記リフト量が減少する可変動弁装置と、
　前記バルブに作用するバルブ反力で、前記制御軸をリフト減少方向へ付勢するバルブ反
力付勢機構と、
　前記制御軸を所定の回転角度域へ回転させるアクチュエータと、
　前記内燃機関の停止時に、前記アクチュエータを駆動して前記制御軸を所定の回転角度
域へ回転させる停止時制御手段と、を備え、
　前記制御軸に付勢される前記アクチュエータの駆動トルクは、前記制御軸の回転角度に
応じて脈動するコギングトルクを含み、
　前記停止時制御手段は、前記コギングトルクの付勢方向が該制御軸の回転方向から反対
方向へ切り替わる位置（以下、安定位置）を含む回転角度域へ前記制御軸を回転させるこ
とを特徴とする内燃機関の制御装置。
【請求項２】
　前記停止制御手段は、前記制御軸を前記コギングトルクの谷側となる回転角度域へ前記
制御軸を回転させることを特徴とする請求項１記載の内燃機関の制御装置。
【請求項３】
　前記停止制御手段は、前記制御軸をリフト増大方向へ回転させて、前記停止回転角度域
へ前記制御軸を回転させることを特徴とする請求項１または２記載の内燃機関の制御装置
。
【請求項４】
　前記停止制御手段は、前記停止回転角度域へ前記制御軸を回転させた後に、前記アクチ
ュエータの駆動トルクを徐々に減少させることを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項
記載の内燃機関の制御装置。
【請求項５】
　前記停止制御手段は、前記停止回転角度域へ前記制御軸を回転させた後に、前記アクチ
ュエータにリフト減少方向の駆動トルクを一時的に付勢することを付与することを特徴と
する請求項１乃至３の何れか１項記載の内燃機関の制御装置。
【請求項６】
　前記アクチュエータの駆動トルクが回転角度によらず一定となるように、前記アクチュ
エータへ付与するデューティ値を学習する学習手段を更に備えたことを特徴とする請求項
１乃至５の何れか１項記載の内燃機関の制御装置。
【請求項７】
　前記内燃機関のアイドリング時における前記制御軸の回転角度域が、前記制御軸をリフ
ト増大方向に付勢するコギングトルクが最も大きくなる角度域を含むように、前記制御軸
と前記アクチュエータとの相対位相を補正する補正手段を更に備えることを特徴とする請
求項１乃至６の何れか１項記載の内燃機関の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、内燃機関の制御装置に関し、特に、バルブの動作特性を可変に設定可能な
可変動弁装置を有する内燃機関の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、特開２００８－２１５３１３号公報には、電動モータを駆動することに
よりバルブタイミングを調整する内燃機関のバルブタイミング調整装置が開示されている
。この装置は、電動モータのモータ軸に該モータ軸の回転方向に相反磁極を交互に形成す
る第１永久磁石部材と、該モータ軸を支持するハウジングに固定されて、磁気ギャップを
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挟んで第１永久磁石部材と向き合い相反磁極を回転方向に交互に形成する第２永久磁石部
材と、を有している。これらの磁石部材の間には磁界が形成される。このため、回転側と
なる第１永久磁石部材には、モータ軸の回転ずれを妨げる向きに保持トルクが発生する。
そこで、上記従来の装置では、内燃機関の停止状態にこの保持トルクを利用して、モータ
軸を所望の始動位相に保持することとしている。また、電動モータは、固有のコギングト
ルクを有している。そこで、上記従来の技術では、かかるコギングトルクをも利用して、
モータ軸を保持することとしている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２１５３１３号公報
【特許文献２】特開２００７－３０３４０８号公報
【特許文献３】特開２００７－１２７１０７号公報
【特許文献４】特開２００８－１５７０４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　電動モータ等のアクチュエータに作用するコギングトルクは、回転軸の回転角度に依存
して細かく脈動している。より具体的には、コギングトルクの付勢方向が回転軸の回転方
向から反対方向へ切り替わる位置は、該コギングトルクが回転軸の位置ずれを妨げる方向
に付勢される安定位置となる。一方、コギングトルクの付勢方向が回転軸の回転方向と反
対の方向から回転方向へ切り替わる位置は、該コギングトルクが回転軸の位置ずれを助長
する方向に付勢される不安定位置となる。このように、回転軸に付勢されるコギングトル
クの大きさおよび向きは、回転軸の停止位置によって異なることとなる。
【０００５】
　しかしながら、上記従来の技術では、内燃機関の停止時におけるモータ軸の停止位置と
コギングトルクとの関係についての考察はなされていない。つまり、上記従来の技術では
、所望の始動位相を実現した後にモータへの通電をカットすることとしているが、かかる
始動位相が該モータの回転軸の安定位置である補償はない。このため、かかる始動位相が
安定位置でない場合には、位相がずれてしまい次回の始動時に所望の始動位相を実現でき
ないおそれがある。このように、アクチュエータの安定位置についての考察がなされてい
ない上記従来の装置は、未だ改善の余地を残すものであった。
【０００６】
　この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、アクチュエータを駆
動してバルブの動作特性を可変に設定可能な内燃機関において、アクチュエータのコギン
グトルクを利用して、該アクチュエータを安定位置に停止させることのできる内燃機関の
制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明は、上記の目的を達成するため、内燃機関の制御装置であって、
　内燃機関のバルブのリフト量を可変に設定するための制御軸を有し、前記制御軸をリフ
ト増大方向へ回転させることによって前記リフト量が増大し、前記制御軸をリフト減少方
向へ回転させることによって前記リフト量が減少する可変動弁装置と、
　前記バルブに作用するバルブ反力で、前記制御軸をリフト減少方向へ付勢するバルブ反
力付勢機構と、
　前記制御軸を所定の回転角度域へ回転させるアクチュエータと、
　前記内燃機関の停止時に、前記アクチュエータを駆動して前記制御軸を所定の回転角度
域へ回転させる停止時制御手段と、を備え、
　前記制御軸に付勢される前記アクチュエータの駆動トルクは、前記制御軸の回転角度に
応じて脈動するコギングトルクを含み、
　前記停止時制御手段は、前記コギングトルクの付勢方向が該制御軸の回転方向から反対
方向へ切り替わる位置（以下、安定位置）を含む回転角度域へ前記制御軸を回転させるこ
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とを特徴とする。
【０００８】
　第２の発明は、第１の発明において、
　前記停止制御手段は、前記制御軸を前記コギングトルクの谷側となる回転角度域へ前記
制御軸を回転させることを特徴とする。
【０００９】
　第３の発明は、第１または第３の発明において、
　前記停止制御手段は、前記制御軸をリフト増大方向へ回転させて、前記停止回転角度域
へ前記制御軸を回転させることを特徴とする。
【００１０】
　第４の発明は、第１乃至第３の何れか１つの発明において、
　前記停止制御手段は、前記停止回転角度域へ前記制御軸を回転させた後に、前記アクチ
ュエータの駆動トルクを徐々に減少させることを特徴とする。
【００１１】
　第５の発明は、第１乃至第３の何れか１つの発明において、
　前記停止制御手段は、前記停止回転角度域へ前記制御軸を回転させた後に、前記アクチ
ュエータにリフト減少方向の駆動トルクを一時的に付勢することを付与することを特徴と
する。
【００１２】
　第６の発明は、第１乃至第５の何れか１つの発明において、
　前記アクチュエータの駆動トルクが回転角度によらず一定となるように、前記アクチュ
エータへ付与するデューティ値を学習する学習手段を更に備えたことを特徴とする。
【００１３】
　第７の発明は、第１乃至第６の何れか１つの発明において、
　前記内燃機関のアイドリング時における前記制御軸の回転角度域が、前記制御軸をリフ
ト増大方向に付勢するコギングトルクが最も大きくなる角度域を含むように、前記制御軸
と前記アクチュエータとの相対位相を補正する補正手段を更に備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　脈動するコギングトルクの付勢方向が制御軸の回転方向から反対方向へ切り替わる安定
位置は、該コギングトルクが制御軸の位置ずれを妨げる方向に付勢される。第１の発明に
よれば、内燃機関の停止時に、アクチュエータを駆動して制御軸を回転角度域に回転させ
る場合に、安定位置を含む停止回転角度域に回転される。このため、本発明によれば、コ
ギングトルクを利用して、制御軸を効果的に保持することができる。
【００１５】
　第２の発明によれば、内燃機関の停止時に、アクチュエータを駆動して制御軸を停止回
転角度域に回転させる場合に、コギングトルクの谷側となる回転角度域に回転される。脈
動するコギングトルクの谷側の位置は、アクチュエータの駆動トルクが小さくなる。この
ため、本発明によれば、コギングトルクを利用して、制御軸を効果的に保持することがで
きる。
【００１６】
　アクチュエータを駆動して制御軸を停止回転角度域に回転させる場合には、制御不感帯
がある関係上、目標の回転角度域より手前側にずれることも想定される。第３の発明によ
れば、内燃機関の停止時に制御軸を所定の回転角度域に停止させる場合に、該制御軸がリ
フト増大方向に回転されて所定の回転角度域に停止される。このため、本発明によれば、
所定の回転角度域よりも小リフト側の角度域にずれたとしても、かかる角度域はコギング
トルクの谷側に位置する角度域であるため、制御軸を効果的に保持することができる。
【００１７】
　第４の発明によれば、内燃機関の停止時に制御軸を所定の回転角度域に回転させた後、
アクチュエータ駆動トルク（保持トルク）が徐々に減少される。制御軸を所定の回転角度
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域へ回転させた後に、アクチュエータの駆動トルクを突然オフにすると、停止位置によっ
ては安定位置方向へ回転した制御軸がフリクションによる停止範囲を超えて回り続けてし
まうおそれがある。このため、本発明によれば、駆動トルクを徐々に減少させることがで
きるので、制御軸が停止範囲を越えて回転してしまう事態を効果的に回避することができ
る。
【００１８】
　第５の発明によれば、内燃機関の停止時に制御軸を所定の回転角度域に回転させた後、
制御軸にリフト減少方向の駆動トルクが一時的に付勢される。このため、本発明によれば
、制御軸が不安定な位置で停止していた場合に、当該制御軸を安定位置へ回転させること
ができる。また、制御軸はリフト減少方向に付勢されているため、小さなトルクで制御軸
を回転させることができる。
【００１９】
　第６の発明によれば、アクチュエータの駆動トルクが回転角度によらず一定となるよう
に、すなわちコギングトルクによる駆動トルクの脈動が平滑化されるように該アクチュエ
ータへ付与するデューティ値が学習される。このため、本発明によれば、回転角度によっ
て締め込み位置やたわみ量が変化してしまう事態を効果的に回避することができる。
【００２０】
　第７の発明によれば、内燃機関のアイドリング時における制御軸の回転角度域がコギン
グトルクの谷側となるように、制御軸とアクチュエータとの相対位相が補正される。この
ため、本発明によれば、駆動トルクがコギングトルクにより有効にサポートされるので、
アクチュエータの消費電力を低減するとともに、該アクチュエータの電磁音を低減するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、図面に基づいてこの発明のいくつかの実施の形態について説明する。尚、各図に
おいて共通する要素には、同一の符号を付して重複する説明を省略する。また、以下の実
施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００２２】
実施の形態１．
［実施の形態１の構成］
　図１は、本実施の形態のシステム構成を説明するための全体構成図を示している。この
図に示すように、本実施の形態のシステムは、可変動弁機構（ＶＶＴ）１０を備えている
。可変動弁機構１０は、例えば、後述する制御軸１２の回転角に応じて、ロッカーアーム
（図示せず）の揺動量や揺動タイミングを変化させて、リフト量、作用角、バルブタイミ
ングといったバルブの開弁特性を連続的に変更できるように構成されている。具体的には
、本実施の形態における可変動弁機構１０は、例えば、特開２００７－２６２９６５号公
報等に記載されているような公知の技術を用いて構成されている。
【００２３】
　また、図１に示すとおり、本実施の形態の可変動弁機構１０は、制御軸１２を備えてい
る。制御軸１２は、バルブ反力等によって小リフト方向に付勢されている。また、可変動
弁機構１０には、制御軸１２を任意の角度に回転駆動するためのモータ１４が付設されて
いる。モータ１４は、固有のコギングトルクを有するモータとして構成されている。また
、制御軸１２には、該制御軸の回転角を検知するための回転角センサ２２が設けられてい
る。
【００２４】
　また、本実施の形態のシステムは、その制御装置として、ＥＣＵ(Electronic Control 
Unit)２０が備えられている。ＥＣＵ２０は、内燃機関の運転状態などに基づいて、最適
なリフト量を特定する他、当該リフト量を実現するためのモータ１４の回転角制御等を実
行する。
【００２５】
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［実施の形態１における動作］
（コギングトルクについて）
　モータ１４の駆動トルクにはコギングトルクが含まれている。より具体的には、コギン
グトルクは、モータ内の電機子と回転子との磁気的吸引力が回転角度に依存して細かく脈
動することにより発生するトルクである。図２は、モータの回転角度とトルクとの関係を
示す図である。この図に示すとおり、コギングトルクを含む駆動トルクは、回転角度に依
存して上下に脈動している。ここで、図２に示すとおり、モータ１４や可変動弁機構１０
におけるフリクションによるトルクが発生していると仮定すると、駆動トルクがフリクシ
ョントルクよりも小さい角度域では、モータ１４の回転軸、すなわち制御軸１２を保持す
ることができることとなる。
【００２６】
（機関停止時のＶＶＴ制御）
　次に、機関停止時のＶＶＴ制御について説明する。内燃機関の運転中においては、所望
のリフト量が実現されるように、制御軸１２の回転角が、例えば１００°～２６０°の範
囲で制御されている。ここで、内燃機関を停止する場合には、次回の始動時に備えて、始
動性の良好な回転角度（例えば、２００°）に設定しておくことが好ましい。そこで、本
実施の形態のシステムでは、内燃機関のＩＧがオフにされる場合に、モータ１４を駆動し
て、制御軸１２を所定の回転角度に回転させることとしている。
【００２７】
　しかしながら、内燃機関の停止時に制御軸１２を所定の回転角度に回転させたとしても
、モータ１４への通電をオフにした場合に、当該回転角度を保持できるとは限らない。図
３は、モータ１４への通電をオフにした場合のモータの回転角度と駆動トルクとの関係を
説明するための図である。尚、この図において、θ１およびθ４は制御軸１２の位置ずれ
を助長する方向にコギングトルクが作用する不安定点を、θ２は制御軸１２の位置ずれを
妨げる方向にコギングトルクが作用する安定点を、それぞれ示している。また、θ３は、
図３中のＡの面積、つまり、θ１～θ２間に制御軸１２に作用するトルクの積分値と、Ｂ
の面積、つまり、θ２～θ３間に制御軸１２に作用するトルクの積分値とが等しくなる回
転角度を示している。
【００２８】
　この図に示すとおり、モータ回転角度がθ１～θ２の角度域では、フリクションによる
トルクがコギングトルクよりも大きくなっている。このため、かかる角度域においてモー
タ１４への通電がオフにされた場合には、制御軸１２は回転されずにその回転角度で停止
することができる。以下、この角度域を「安定域」と称する。
【００２９】
　一方、回転角度がθ２～θ３の角度域については、コギングトルクがフリクションによ
るトルクよりも大きくなっている。ここで、上述したとおり、θ３は、θ２～θ３の制御
軸１２のトルク積分値が、安定域におけるそれと同等となる回転角度を示している。した
がって、かかる角度域においてモータ１４への通電がオフにされた場合には、制御軸１２
は、安定点であるθ２の方向に回転して安定域内で停止する。以下、この角度域を「回転
後安定域」と称する。
【００３０】
　更に、回転角度がθ３～θ４の角度域については、条件付安定域と同様に、コギングト
ルクがフリクションによるトルクよりも大きくなっている。かかる角度域においてモータ
１４への通電がオフにされた場合には、制御軸１２は、安定点であるθ２の方向に回転す
る。しかしながら、かかる角度域から回転した制御軸１２は、安定域で停止せずに小リフ
ト方向に回転し続けてしまう。以下、この角度域を「不安定域」と称する。
【００３１】
　このように、内燃機関の停止時における制御軸１２の回転角度が、安定域、回転後安定
域、および不安定域の何れに属しているかによって、モータ１４への通電をオフにした場
合の制御軸１２の保持特性が異なることとなる。そこで、本実施の形態では、内燃機関の
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停止時における制御軸１２の回転角度が、安定域または回転後安定域に属するように、該
制御軸１２の回転角度を制御することとする。
【００３２】
　図４は、モータ１４の回転角度とセンサカウンタとの関係を示す図である。この図に示
すとおり、制御軸１２の回転角度は、回転角センサ２２によって検出されるセンサカウン
タに基づいて制御される。このため、制御軸１２の回転角度は、各カウンタの角度域（例
えば３．７５°）の幅をもって制御されることとなる。更に、この図に示すとおり、制御
不感帯を考慮すると、狙いのセンサカウンタから前後１つ程度ずれることを考慮する必要
がある。
【００３３】
　そこで、本実施の形態では、制御軸１２を停止可能な角度域、すなわち、安定域と回転
後安定域とで構成される角度域の中間部に位置するセンサカウンタを停止位置の狙いとし
て設定することとする。これにより、制御不感帯を考慮したとしても、停止位置の大半を
安定域或いは回転後安定域にすることができる。
【００３４】
（実施の形態１の具体的処理）
　次に、図５を参照して、内燃機関の停止時におけるＶＶＴ制御の具体的処理について説
明する。図５は、内燃機関の停止時のＶＶＴ動作を示すタイミングチャートである。先ず
、この図の（１）に示すとおり、ＩＧがオフとされると、モータ１４のデューティ値を制
御して、制御軸１２を所定のセンサカウンタまで回転させる処理が実行される。所定のセ
ンサカウンタは、上述したように、安定域と回転後安定域とで構成される角度域の中間部
に位置するセンサカウンタが設定される。尚、制御軸１２の回転角度を制御する場合にお
いては、設定されたセンサカウンタか、或いはこれより１つ手前のセンサカウンタになる
ことが多い。このため、ここでは、大リフト方向へ制御軸１２を回転させて所定のセンサ
カウンタを実現することが好ましい。これにより、制御軸１２が１つ手前のセンサカウン
タで停止したとしても、安定域に停止させることができる。
【００３５】
　次に、この図の（２）に示すとおり、制御軸１２が所定のセンサカウンタで停止した後
は、モータ１４の駆動トルク（保持トルク）を徐々に小さくするために、デューティ値を
徐変する処理が実行される。図６はコギングトルクと保持トルクとの関係を説明するため
の図である。デューティ値をいきなり０％へ変化させると、保持トルクとフリクションと
の差が大きいため、制御軸１２の回転を加速させる原因となる。そこで、この図に示すと
おり、デューティ値を例えば、２％から徐々に低下させることとする。これにより、制御
軸１２が徐々に回転することとなるため、確実に安定域で停止させることができる。
【００３６】
　また、この図の（３）に示すとおり、上記デューティ値の徐変制御を実行中に、制御軸
１２が必要以上に回転し始めた場合には、デューティ値を一時的に増大させることが好ま
しい。これにより、制御軸１２が不安定域へ回転してしまう事態を効果的に回避すること
が可能となる。
【００３７】
　上記処理によってデューティ値が０にされると、制御軸１２は安定域で停止する。しか
しながら、場合によっては、制御軸１２が不安定域や回転後安定域の途中で停止している
ことも考えられる。そこで、この図の（４）に示すとおり、ここでは、モータ１４へ一時
的にマイナスデューティをかけることとする。これにより、制御軸１２が不安定な位置に
停止していた場合に、該制御軸１２を安定域へ回転させて停止させることができる。また
、制御軸１２は、バルブ反力等によって小リフト側に付勢されている。このため、マイナ
スデューティをかけて小リフト側に駆動トルクを付勢することにより、小さな駆動トルク
で制御軸１２を安定域まで回転させることができる。尚、この図に示すとおり、マイナス
デューティ処理は、小さなマイナスデューティを複数回かけることが好ましい。
【００３８】
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　以上説明した通り、本実施の形態のシステムによれば、内燃機関を停止する際に、モー
タ１４のコギングトルクを利用して、制御軸１２を所定の回転角度域で停止させることが
できる。これにより、次回始動時の始動性を確保することができる。
【００３９】
　尚、上述した実施の形態１においては、可変動弁機構１０が前記第１の発明における「
可変動弁装置」に、モータ１４が前記第１の発明における「アクチュエータ」に、それぞ
れ相当している。
【００４０】
実施の形態２．
［実施の形態２の特徴］
　上述した実施の形態１において、モータ１４のコギングトルクを大きくすると、コギン
グトルクの谷側、すなわち安定域における安定性を向上させることができる。しかしなが
ら、その一方において、コギングトルクが大きいと、可変動弁機構１０の可変モードにお
いて、制御軸１２の回転トルクに脈動が重畳してトルクが安定しない問題が生じる。つま
り、制御軸１２の回転角度によって、同一のデューティ値でも回転トルクが異なることと
なるため、制御軸１２の締め込み位置やたわみ量にバラツキが発生してしまうおそれがあ
る。
【００４１】
　そこで、本実施の形態では、コギングトルクの脈動を抑制するように、制御デューティ
値の学習を実行することとする。図８は、コギングトルクと学習時の制御デューティ値と
の関係を説明するための図である。この図に示すとおり、コギングトルク脈動が平滑化さ
れるように、学習時のデューティ値（学習デューティ値）を変化させることとする。これ
により、モータ１４の出力としての回転トルクを一定に制御することができる。
【００４２】
実施の形態３．
［実施の形態３の特徴］
　上述した実施の形態１において、モータ１４のコギングトルクを大きくすると、コギン
グトルクの谷側、すなわち安定域における安定性を向上させることができる。しかしなが
ら、その一方において、コギングトルクが大きいと、コギングの山側における保持デュー
ティ値が大きくなってしまう。特に、可変動弁機構１０が可変モードに入る前の内燃機関
の始動時（アイドリング時）においては、制御軸１２が所定の大リフト側の回転角度（例
えば２４０°）で保持される。このため、かかる回転角度がコギングトルクの山側に位置
してしまうと、保持デューティ値が大きいことによる消費電力の増大や電磁音の増大が問
題となってしまう。
【００４３】
　そこで、本実施の形態では、アイドリング時の制御軸１２（モータ１４）の回転角度が
コギングトルクの谷側に位置するように、原点学習を実行することとする。図７は、制御
軸１２の回転角度とコギングトルクとの関係を説明するための図である。この図に示すと
おり、コギングトルクの山側では保持デューティ値が増大し、谷側では減少する。そこで
、この図に示すとおり、アイドリング時の制御軸１２の回転角度がコギングトルクの谷側
となるように、モータ１４の回転角度と制御軸１２の回転角度との相対位相を調整するこ
ととする。これにより、保持デューティ値を低減することができるので、消費電力や電磁
音の増大を効果的に抑止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本実施の形態のシステム構成を説明するための全体構成図である。
【図２】モータの回転角度とトルクとの関係を示す図である。
【図３】モータ１４への通電をオフにした場合のモータの回転角度と駆動トルクとの関係
を説明するための図である。
【図４】モータ１４の回転角度とセンサカウンタとの関係を示す図である。
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【図５】内燃機関の停止時のＶＶＴ動作を示すタイミングチャートである。
【図６】コギングトルクと保持トルクとの関係を説明するための図である。
【図７】制御軸１２の回転角度とコギングトルクとの関係を説明するための図である。
【図８】コギングトルクと学習時の制御デューティ値との関係を説明するための図である
。
【符号の説明】
【００４５】
１０　可変動弁機構
１２　制御軸
１４　モータ
２０　ECU(Electronic Control Unit)
２２　回転角センサ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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